
船舶事故調査報告書 

平成３０年２月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２９年７月１８日 １０時５０分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市姫路港（姫路港東航路第２号灯浮標） 

 妻
め

鹿
が

西外防波堤東灯台から真方位１７１°１,３６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４４.７′ 東経１３４°４１.１′） 

事故の概要  漁船天龍
てんりゅう

丸は、北東進中、灯浮標に衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年７月３１日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 天龍丸、９.１トン 

 ＨＧ２－３８４６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 船首部が圧壊 

灯浮標 頭部支柱に曲損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、操業を終えて水揚げの目的で、

姫路市妻鹿漁港に向けて播磨灘を北東進した。 

 船長は、姫路港の港域に接近した頃、妻鹿漁港に向けて航行してい

た僚船から無線で操業中の漁船がいる旨の連絡があり、右舷船首方に

約５ノットの対地速力で西進している漁船２隻を認め、注意を向けて

操船に当たっていた。 

 本船は、姫路港の港域内に入り、船長が、漁船の方位が僅かに右方

に変化していたので、漁船との通過距離を広げようとして僅かに左舵

を取って漁船を見ていたところ、船首至近に姫路港東航路第２号灯浮

標（以下「本件灯浮標」という。）を視認し、どうすることもでき

ず、本件灯浮標に衝突した。 

分析  本船は、姫路港を北東進中、船長が、右舷方から接近する漁船に注

意を向け、船首方の見張りを適切に行っていなかったことから、本件

灯浮標に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、姫路港を北東進中、船長が船首方の見張りを適

切に行っていなかったため、本件灯浮標に衝突したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・特定の方向だけでなく、周囲に目を配るなど、常時適切な見張り



を行うこと。 

 


